
 

訪問看護ステーションあじさい 

料金表 

2025 年 10 月 

【介護保険の場合】 

利用者の介護保険負担割合証に記載の負担割合が、利用者負担金となります。 

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

 

基本料金（各１回につき） 

●要支援の方               

サービス提供時間 単位 ご利用料金 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

30 分未満 451 4,604 円 461 円 921 円 1,382 円 

30 分以上 60 分未満 794 8,106 円 811 円 1,622 円 2,432 円 

60 分以上 90 分未満 1,090 11,128 円 1,113 円 2,226 円 3,339 円 

●要介護の方 

サービス提供時間 単位 ご利用料金 1 割負担 2 割負担 ３割負担 

30 分未満 471 4,808 円 481 円 962 円 1,443 円 

30 分以上 60 分未満 823 8,402 円 841 円 1,681 円 2,521 円 

60 分以上 90 分未満 1,128 11,516 円 1,152 円 2,304 円 3,455 円 

※当事務所は伊勢崎市に所在するため、地域区分単位は 1 単位あたり 10,21 円に換算されます。 

※負担額の計算方法：単位×地域区分単価（10.21）＝A（小数点以下切り捨て） 

          A×0.9（1 割負担）＝B （負担割合が 2 割の方は×0.8、3 割の方は×0.7） 

          A―B＝利用者負担額 

 

●早朝・夜間・深夜加算 

早朝（6 時～8 時） 
上記料金に対して 25％加算になります。 

夜間（18 時～22 時） 

深夜（22 時～6 時） 上記料金に対して 50％加算になります。 

※該当月の 2 回目以降の緊急時訪問から算定となります。 

 

●利用者の希望により契約された場合は下記の単位が加算されます。 

 1 月につき 料金 利用者負担額 

緊急訪問看護加算 610 単位 6,126 円 
1 割 2 割 3 割 

613 円 1,226 円 1,838 円 

 

 

 

 

 

 

 



●その他加算（病状によって下記の料金が加算されます） 

※1 気管カニューレ・留置カテーテル等を使用している状態にある方 

※2 在宅酸素・人工肛門・重度の褥瘡がある状態にある方 

※3 特別管理加算対象者に対して、90 分以上の訪問看護を実施した方。 

 

●保険以外の利用料（自費） 

訪問にかかる交通費 事業所から 30 分圏内は無料 

その他地域は 1 ㎞あたり 100 円徴収致します。 

ご遺体ケア材料費 1.375 円（税込み） 

・処置に係る衛生材料は自費となります。 

●キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によ

りキャンセル料を請求させていただきます。ただし、ご利用者の病状の急変や急な入院等の場合に

は、キャンセル料は請求いたしません。 

当日訪問までにご連絡があった場合 キャンセル料は不要です。 

訪問するまでにご連絡がなく提供不可の場合 1 提供当たりの料金 100％を請求いたします。 

 

●ご請求及びお支払い 

 利用料、利用者負担額（各種保険適応）及びその費用について、ご請求及びお支払い方法は別紙

を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 1 回につき 料金 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

特別管理加算Ⅰ 月 1 回 ※1 500 単位 5,105 円 511 円 10,21 円 1,532 円 

特別管理加算Ⅱ 月 1 回 ※2 250 単位 2,552 円 256 円 511 円 766 円 

長時間訪問看護加算（1 回につき）※3 300 単位 3,063 円 307 円 613 円 919 円 

初回加算 Ⅰ  350 単位 3,573 円 358 円 715 円 1,072 円 

初回加算 Ⅱ 300 単位 3,063 円 307 円 613 円 919 円 

退院時共同指導加算 600 単位 6,126 円 613 円 1,226 円 1,838 円 

ターミナルケア加算 2500 単位 25,525 円 2,553 円 5,105 円 7,658 円 

複数名訪問看護加算Ⅰ 

(看護師等との同時訪問） 

30 分未満 254 単位 2,593 円 260 円 519 円 778 円 

30 分以上 402 単位 4,104 円 411 円 821 円 1,232 円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 6 単位 61 円 6 円 12 円 18 円 



訪問看護ステーションあじさい 

 

料金表 

2025 年 10 月 

【医療保険の場合】 

各種医療保険証に記載された一部負担金の割合により、訪問看護の費用の 1 割～3 割となります。 

 

1 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方 

 

 

 

 

2 その他の医療保険証をお持ちの方 

 被保険者証に記載されている一部負担金の割合（1～3 割）。公費負担医療制度が適応される方は 

負担金が軽減されます。 

 

●訪問看護の費用について 

 
単位 料金 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

訪問看護基本療養費Ⅰ 

（1 日 1 回につき） 

週 3 日目まで 555 5,550 円 560 円 1,110 円 1,670 円 

週 4 日目以降 655 6,550 円 660 円 1,310 円 1,970 円 

※別表第 7（介護保険対象でも訪問看護は医療保険給付）及び別表第 8（特別管理加算の対象）は 

回数制限がありません。 

 

●訪問看護管理療養費 

 
単位 料金 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

月の初日 767 7,670 円 770 円 1,530 円 2,300 円 

2 日目以降 250 2,500 円 250 円 500 円 750 円 

 

※1 別表第 7 及び別表第 8 の対象者は、週 4 日以上の訪問看護が可能です。 

※2 週 3 日の回数制限がある方に対して、急性増悪等により頻回の訪問看護を行う必要がある旨の 

特別訪問看護指示を医師から交付された場合、指示の日から 14 日を限度としてひと月につき週 

4 日以上の訪問看護が可能です。 

※3 介護保険の訪問看護利用者で「気管カニューレを使用している状態」及び「重度の褥瘡状態」の 

方には、特別訪問看護指示書が月 2 回まで交付が可能です。その期間中は医療保険の訪問看護と 

なります。 

 

 

 

 

一般所得の方 訪問看護費用の 1 割 

一定以上所得の方 訪問看護費用の 2 割 

現役並み所得の方 訪問看護費用の 3 割 

 



 

 

 

●利用者の希望により契約された場合は下記の単位が加算されます。 

ご契約の方は専用の携帯番号をお知らせし、24 時間対応いたします。 

 料金 利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

緊急訪問加算(1 日につき) 
月 14 日目まで 2,650 円 270 円 530 円 800 円 

15 日目以降 2,000 円 200 円 400 円 600 円 

24 時間対応体制加算(1 月につき) 6,800 円 680 円 1,300 円 1,960 円 

 

●その他加算 

 
料金 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

難病等複数回訪問看

護加算 

1 日 2 回目まで 4,500 円 450 円 900 円 1,350 円 

1 日 3 回目以上 8,000 円 800 円 1,600 円 2,400 円 

長時間訪問看護加算(90 分を超える場合) 5,200 円 520 円 1,040 円 1,560 円 

退院時共同指導加算 8,000 円 800 円 1,600 円 2,400 円 

退院支援指導加算 6,000 円 600 円 1,200 円 1,800 円 

特別管理指導加算(1 回につき) 2,000 円 200 円 400 円 600 円 

特別管理加算Ⅰ(1 月につき) ※1 5,000 円 500 円 1,000 円 1,500 円 

特別管理加算Ⅱ(1 月につき) ※2 2,500 円 250 円 500 円 750 円 

DX 情報活用加算 50 円 5 円 10 円 15 円 

訪問看護ターミナルケア療養費 25,000 円 2,500 円 5,000 円 7,500 円 

複数名訪問看護加算  

看護師と訪問(週 1 回まで) 4,500 円 450 円 900 円 1,350 円 

看護師等と訪問(週 3 回まで)※④⑤⑥ 3,000 円 300 円 600 円 900 円 

看護師等と訪問(毎日複数回訪問が可能)※①②③  

 〇1 回/日 3,000 円 300 円 600 円 900 円 

 〇2 回/日 6,000 円 600 円 1,200 円 1,800 円 

 〇3 回/日以上 10,000 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円 

※加算の対象：①厚生労働大臣定める疾病等の者 ②特別管理加算の対象者 ③特別訪問看

護指示書による訪問看護を受けている者 ④暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為が

認められる者 ⑤一人での看護が困難である場合 ⑥その他状況判断で①～⑤に準ずると認

められる者 

※1 在宅での麻薬管理や化学療法、気管カニューレ、膀胱留置カテーテルをしようしている状態の方 

※2 在宅酸素、人工肛門、重度の褥瘡がある状態の方 

 

 

 



 

 

 

●早朝・夜間・深夜訪問看護加算(1 回につき) 

 
料金 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

早朝（6 時～8 時）夜間（18 時～22 時） 2,100 円 210 円 420 円 630 円 

深夜（22 時～6 時） 4,200 円 420 円 840 円 1,260 円 

 

●保険以外の利用料（自費） 

項目 内容 

時間外料金 土日曜日、祝祭日並びに年末年始は 30 分ごとに 2.000 円 

延長料金 30 分ますごとに 1.500 円 

●その他の費用 

訪問にかかる交通費 事業所から 30 分圏内は無料 

その他地域は 1 ㎞あたり 100 円徴収致します。 

ご遺体ケア材料費 1.375 円（税込み） 

・処置に係る衛生材料は自費となります。 

●キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によ

りキャンセル料を請求させていただきます。ただし、ご利用者の病状の急変や急な入院等の場合に

は、キャンセル料は請求いたしません。 

当日訪問までにご連絡があった場合 キャンセル料は不要です。 

訪問するまでにご連絡がなく提供不可の場合 1 提供当たりの料金 100％を請求いたします。 

 

●ご請求及びお支払い 

 利用料、利用者負担額（各種保険適応）及びその費用について、ご請求及びお支払い方法は別紙

を参照してください。 


